
                   
 
 
 
 
 

市有地売却に係るサウンディング型市場調査 
実施要領 
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１ 調査の目的  

現在、未利用地である以下の市有地（以下、「対象地」という。）につきまして、  

売却を含めた方針を決定するため、民間企業、ＮＰＯ法人、個人事業主、各種団体

（以下、「民間事業者等」という）の皆さまとサウンディング（対話）を行う事によ

り市場性を把握することを目的に行います。  

 

２ 対象地 ※詳細は物件調書をご確認ください  

  

物件名  所在地・地積  

①  旧沼田訓練校跡地  【所在地】沼田市下川田町３４５番地２外１５筆  

【地積】１０，３６４ .１１㎡  

  

３ 調査の参加要件  

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

こと。  

（２）２年以内に手形交換所による取引停止処分（会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく再生手続開始の申立てがなされている者のうち、当該手続開始の決定後、

競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）を受けていないこと。  

（３）６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手（会社更生法に基づく更生手続開始の申

立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者のうち、当

該手続開始の決定後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）を出してい

ないこと。  

（４）所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決

定がなされていないこと。  

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員

を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない

こと。  

（６）沼田市暴力団排除条例（平成 24 年沼田市条例第 21 号）に定める暴力団員等と

密接な関係を有していないこと。  

（７）法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。  
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４ サウンディング実施スケジュール  

 内容  日程  

１  実施要領公表  令和 7 年 4 月 1 日（月）  

２  対話の実施  令和 7 年 4 月 14 日（月）から  

令和 7 年 6 月 13 日（金）まで  

３  現地見学  

※申込みに応じて随時実施  

令和 7 年 4 月 14 日（月）から  

令和 7 年 6 月 13 日（金）まで  

４  対話結果公表  令和 7 年 6 月末  

 

５ 現地見学会の開催  

  現地施設等の見学を希望される場合は事前に資産活用課ＦＭ推進係までお問合せ

ください。日程を調整の上、個別に対応します。  

（１）日時 令和 7 年 4 月 14 日（月）～6 月 13 日（金）（土日祝日を除く）  

１０時から１５時までの間  

※現地まで送迎はありませんので、各自参集してください。  

 

６ 対話の実施（対話は個別に行います。）  

（１）日時 令和 7 年 4 月 14 日（月）～令和 7 年 6 月 13 日（金）（土日祝日を除く）  

９時から１７時まで（１２時から１３時までを除く）の間  

（２）場所 随時、協議により決定  

（３）時間 対話３０分～６０分  

（対話時間の中に市からの事業説明の時間を含みます。）  

（４）対象者 民間事業者等  

 

７ 対話参加受付  

  参加を希望する場合は、ウェブページ掲載のエントリーシートに必要事項を記入  

の上、対話希望日５日前の午後５時１５分までに問合せ先 E メールアドレス宛に「サ  

ウンディング参加申込」のタイトルで送付してください。エントリーシートにご記  

入いただいた希望日を調整して、市から対話日程をご連絡します。  

資料の作成は必須ではありませんが、説明のために用意する場合は市提出分とし  

て５部ご準備ください。  
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８ 対話結果公表  

（１）サウンディングの実施結果について、概要を公表します。（令和 7 年 6 月を予定）  

（２）公表にあたっては、あらかじめ公開する内容を確認します。  

（３）調査参加者の名称は公表しません。  

９ 留意事項  

（１） サウンディング参加に関する全ての書類作成および提出に係る費用は、参加

者の負担とします。  

（２） 資料を提出された場合、その著作権は作成者に帰属しますが、返却はいたし

ません。  

（３） 提出資料を事業立案以外の目的で使用したり外部に情報を漏らすことはあり

ません。  

（４） 対話にあたって知り得た情報を許可なく第三者に伝えることを禁止します。  

（５） 対象地に関する公募等が実施される際には、対話に不参加でも応募すること

は可能です。また、サウンディング型市場調査への参加実績が優位性を持つも

のではありません。  

 

10 事務局  

沼田市総務部資産活用課ＦＭ推進係  

担当：静野   

〒378-8501 

群馬県沼田市下之町 888 番地  

電話：0278-23-2111（内線 4042、4041）   

ＦＡＸ：0278-24-5179 

Ｅ－ｍａｉｌ：kanzai@city.numata.gunma.jp 

 


